
兼松連合健康保険組合健診事業体系図(被保険者)

【変更のポイント】

.目的：健診に含まれるがん検診について、その対象年齢、実施間隔、

実施方法を段階的に国の基準に合わせてゆきます。

.一般健診コース(がん検診を含まず)を新設。

-40歳以上は従来通り、生活習慣病予防健診を受診。35～39歳は

一般健診を受診。(コース変更可。但し、自已負担額が発生する

場合あり。)

.一般健診受診者に対して、「オプション検査費用補助」を新設。

.50歳以上の喫煙者に対して「e客疲検査費用補助」を新設。

-20～39歳の被保險者及び35～39歳の被扶養者に対して「子宮類がん

検診費用補助」を新設。

-生活習慣病予防健診の50歳以上の必須項目からPSA検査を除外。

【一般(法定)健診の検査項g】

-診察, 身体き+測、視力、聴力、血圧

-尿検査(蛋白、糖)

-呼吸器(胸部レントゲン)

.循環器(心電図)

.血液検査(ホ血球、ヘモグロピン)

.糖尿病(空腹時血糖)

.肝機能(GOT, GPT, Y-GTP)

-脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、

LDL3 L-�.�a-;!')

【生活習惧病子防健譲の検査項目】

-法定健診の検査項目

-胃がん検診(内視鏡.

'乳がん検-診(マンモグラフィー・乳房超

音波)

-子宮頭がん検診

※詳細は健診コース比鼓表をご参照

ください。
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‘子宮類がん検診費用補助(注6)

・オプション検査補助B

生活習慣病予防健診(注力

1詳細は次々ページ' ④ 150歳以上のみ

・オブション検査補助A

-唾瘍検査費用補助

(喫埋指数が600以上の者限定)利用可

注：.年齢は年度内年齢(その年度の3月31日に於ける年齢)です。

.「子宮頭がん検診費用補助」は2年に1回、偶数年齢での受診のみが補助の対象となります。(注6)

.「生活習慣病予防健診」で設定されている子宮類がん検診(希望者)については、当面の間、毎年受診する:

(国の力ぐん検診に係る基準では隔年実施となっており、毎年受診する必要はありません。)

.40歳以上であっても「一般健診」を受診することが出来ます。

.とを可とします。(注7)



令和5年度受診可能な健診の種類・費用補助及び補助上限額等

区 受診する健診・補助金額・自己負担額 注意事項

①

本

A

男

女

� *生活習慣病予防健診* �

【契約健診機関で受診】

全額健保貪担

【一般健診機関で受診】

がん検診の受診の有無に関係なく

一律上限30,000円を補助

.原則、40歳以上の被保険者(本人)が対象。

.契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

.乳がん検診と子宮頭がん検診は健診コースに含まれますが、希望選択制となっており、受診を希望す

る場合は健診予約時に申し出が必要です。尚、がん検診に係る国の指針では、乳がん検診は40歳以上、

隔年実施、検直方法：マンモグラフィー、子宮類がん検診は20歳以上、隔年実施となっており、いずれ

も毎年受診する必要はありません。ほ5&7)また、乳がん検診において当面の間「乳房超音波」の

受診を可とします。(注4)

胃がん検診に係る国の指針では、検査方法としてレントゲン・内視鏡が選択できることとなっていま

す。ただし、内視鏡の対象年齢は50歳以上、実施間隔は2年に1回となっています。(当面の間、40歳以

上、毎年受診を可とします。)

50歳以上については、オプション検査費用補助A及び培疲検査費用補助の対象となります。

がん検診については、令和10年度の健診より、国の指針に基づいた運用に全面的に移行する予定

です。

②

本

A

女

4t *一般健診* �

契約健診機関で受診’’全額健保負担

一般健診機関で受診’.上限11,000円補助

* *子宮頓がん検診費用補助(隔年)� �

上限5,000円補助

* *オプション検査費用補助B* 4;

上限シ000円補助

-原則、35～39歳の被保険者(本人)が対象。

.契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

・子宮頭がん検診は、偶数年齢(年度内)での受診に限リ補助の対象となリます。(注6)

.オプション検査費用補助Bを利用して、検査項目を任意に追加することが出来ます。がん検診項目に当

該補助を充当することも可とします。

③

本

A

男

4s *_般検診* �;

契約健診機関で受診・ ・全額健保負担

-般健診機関で受診’.上限11,000円補助

4; �オプション検査費用補助B* �

上限5,000円補助

原則、35～39歳の被保険者(本人)が対象。

契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

オプション検査費用補助Bを利用して、検査項目を任意に追加することが出来ます。がん検診項目に当

該補助を充当することも可とします

④

本

A

男

女

* *一般健診から生活習憤病予防健診

へのコース変更* �

【契約健診機関で受診】

がん検診の受診の有無に関係なく 、

一律15,000円の自己負担

【一般健診機関で生活習慣病予防健診相当

の健診を受診した場合】

がん検診の受診に関係なく、

一律16,000円を補助

【契約健診機関で受診】

.一般健診から生活習慎病予防健診に変更希望の方は、変更費用15力00円を自己負担し、コース変更す

ることが出来ます。

.乳がん検診と子宮類がん検診は健診コースに含まれますが、希望選択制となっており、受診を希望す

る場合は健診予約時に申し出が必要です。尚、がん検診に係る国の指針では、乳がん検診は40歳以上、

隔年実施、検査方法：マンモグラフィー、子宮類がん検診は20歳以上、隔年実施となっており、いずれ

も毎年受診する必要はありません。(注5&7)また、乳がん検診において当面の間「乳房超音波」の

受診を可とします。(注4)

'胃がん検診に係る国の指針では、検査方法としてレントゲン’内視鏡が選択できることとなっていま

す。ただし、内視鏡の対象年齢は50歳以上、実施間隔は2年に1回となっています。(当面の間、40歳以

上、毎年受診を可とします。)

-がん検診については、令和10年度の健診より、国の指針に基づいた運用に全面的に移行するチ定

です。

・費用精算：契約健診機関の窓口で個人がコース変更に伴う自己負担額を支払います。

⑤

家

族

男

女

� *生活習慣病チ防健診* �t

【契約健診機関で受診】

全額健保負担

【一般健診機関で受診】

がん検診の受診の有無に関係なく

一律上限30,000円を補助

.原則、40歳以上の披扶養者(家族)が対象。

.契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

.乳がん検診と子宮類がん検診は健診コースに含まれますが、希望選択制となっており、受診を希望す

る場合は健診予約時に申し出が必要です。尚、がん検診に係る国の指針では、乳がん検診は40歳以上、

隔年実施、検査方法：マンモグラフィー、子宮類がん検診は20歳以上、隔年実施となっており、いずれ

も每年受診する必要はあリません。(注5&力まナこ、乳がん検診において当面の間「乳房超音波」の

受診を可とします。(注4)

.胃がん検診に係る国の指針では、検査方法としてレントゲン・内視鏡が選択できることとなっていま

す。ただし、内視鏡の対象年齢は50歳以上、実施間隔は2年に1回となっています。(当面の間、40歳以

上、每年受診を可とします。)

.50歳以上については、e客疲検査補助の対象となります。

.がん検診については、令和10年度の健診より、国の指針に基づいた運用に全面的に移行する予定

です。



⑥I

家

族

女

4i 4s _般健診� 4t

契約健診機関で受診’・全額健保負担

一般健診機関で受診..上限11,000円補助

* *子宮類がん検診費用補助(隔年)4� �

上限5,000円補助

原則、35～39歳の被扶養者(家族)が対象。

契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

'子宮類がん検診は、偶数年齢(年度内)での受診に限り補助の対象となります。 ほ6)

I⑦I

家

族

男

�t �t一般検診4:4:

契約健診機関で受診.・全額健保負担

一般健診機関で受診..上限11,000円補助

原則、35～39歳の被扶養者(家族)が対象。

契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

I⑧I

家

族

男

女

� 4;一般健診から生活習慣病チ防健診

へのコース変更* �j<

【契約健診機関で受診】

がん検診の受診の有無に関係なく 、

一律20,000円の自己負担

【一般健診機関で生活習慎病予防健診相当

の健診を受診した場合】

がん検診の受診に関係なく、

一律11,000円を補助

【契約健診機関で受診】

-一般健診から生活習慎病予防健診に変更希望の方は、変更費用20,000円を自己負担し、コース変更す

ることが出来ます。

.乳がん検診と子宮顎がん検診は健診コースに含まれますが、希望選択制となっており、受診を希望す

る場合は健診予約時に申し出が必要です。尚、がん検診に係る国の指針では、乳がん検診は40歳以上、

隔年実施、検査方法：マンモグラフィー、子宮類がん検診は20歳以上、隔年実施となっており、いずれ

も毎年受診する必要はありません。(注5&7)また、乳がん検診において当面の間「乳房超音波」の

受診を可とします。(注4)

胃がん検診に係る国の指針では、検査方法としてレントゲン・内視鏡が選択できることとなっていま

す。ただし、内視鏡の対象年齢は50歳以上、実施間隔は2年に1回となっています。(当面の間、40歳以

上、每年受診を可とします。)

がん検診については、令和10年度の健診より、国の指針に基づいた運用に全面的に移行するチ定

です。

費用精算：契約健診機関の窓口で個人がコース変更に伴う自己負担額を支払います。

⑧I

本

A

男

女

4i �fftオプション検査費用補助A* 4t

上限3,000円補助

� *壌疲検査費用補助* *

上限500円補助

.50歳以上の被保険者(本人)が対象。

.オプション検査補助を利用して、検査項目を任意に追加することが出来ます。

・摩疲検査費用補助は、喫煙指数力巧0G以上の方が対象となります。尚、当該費用にオプシ;

を使用することも可能とします。

ン検査補助

I⑥I

家

族

男

女

I⑥I

本

A

女

本

A

家

族

男

女

4; *螺瘍検査費用補助* *

上限500円補助

.50歳以上の被扶養者(家族)が対象。

・壌瘍検査費用補助は、喫煙指数が600以上の方が対象となります。

を使用することも可能とします。

尚、当該費用にオプション検査補助

:子宮類がん検診費用補助(隔年)ifr 4i

上限5,000円補助

20～34歳の被保険者(本人)が対象。

子宮類がん検診は、偶数年齢(年度内)での受診に限り補助の対象となります。 (注6)

2次(精密)検査費用補助* *

上限15,000円補助

40歳以上は生活習慣病予防健診項目(但し乳がん検診.子宮頭力(ん検診を除く) 、 35～39歳は一般

健診項目対する2次(精密)検査を補助の対象とします。オプション検査、壌疲検査及びコース変更によ

り追加された検査項目、礼がん.子宮類力ん検診に対する2次(精密)検査は補助の対象外となります。

.詳細はHpをご参照ください。

if

本

A

家

族

男

女

* *生活習慣病予防健診から一般検診

へのコース変更* �

【契約健診機関で受診】

全額健保負担

【一般健診機関で受診】

上限11,000円補助

.40歳以上の方が一般健診ヘコース変更することが出来ます。

.契約健診機関で受診の場合は、費用の立て替えなしに受診できます。

.被保険者(本人)の方はオプション検査費用補助B及び子宮類がん検診費用補助を利用することが出来

ます。(注意事項は上記に同じ)

-被扶養者(家族)の方は子宮類がん健診費用補助を利用することが出来ます。(注意事項は上記に同

じ)


